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（ 証 券 コ ー ド 9 3 5 1 ）
2 0 2 0 年 ６ 月 ５ 日

株　主　各　位
東京都中央区晴海一丁目８番８号

東 洋 埠 頭 株 式 会 社
代表取締役社長 原　 　匡 　史

第109回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
　さて、当社第109回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申
しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使すること

ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年６月24日（水曜
日）午後５時までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2020年６月25日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都中央区晴海一丁目８番10号

晴海トリトンスクエア　Ｘ棟５階　オフィスタワーＸ貸会議室２
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第109期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書
類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第109期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案
第３号議案

取締役８名選任の件
補欠監査役１名選任の件

以　上

<株主様へのお願い>
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主様には可能な限り議決権行使書またはインター
ネットによる議決権の事前行使をお願い申しあげるとともに、株主総会にご来場される株主様
におかれましては、マスク着用などの対策のご検討をお願い申しあげます。

・特に、ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方、体調のすぐれない方は、株主総会
へのご来場について、慎重なご判断をお願いいたします。

・株主総会の運営スタッフは、体調を確認の上、マスク着用で応対をさせていただきます。
・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備するなど、感染拡大防止策を実施さ
せていただきますので、あらかじめご了承願います（ご来場の株主様は、マスクの持参・着用
をお願い申しあげます）。

・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府などの発表内容などにより上記対応を更新する場合
がございます。インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.toyofuto.co.jp）より、
発信情報をご確認くださいますよう、お願い申しあげます。
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○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。

○次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当
社のウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。

　①連結計算書類の連結注記表
　②計算書類の個別注記表
○ウェブサイト掲載分につきましてはご希望される株主様には郵送またはＦＡＸ送信させてい
ただきますので当社総務部（03-5560-2701）までお申し出ください。

○株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、当社
ウェブサイトに掲載させていただきます。

◎当社ウェブサイト　https://www.toyofuto.co.jp
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株主各位



2020/05/22 18:41:05 / 19597272_東洋埠頭株式会社_招集通知

議決権行使のご案内
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますよう

お願い申しあげます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席する方法

書面（郵送）で議決権を

行使する方法

インターネットで議

決権を行使する方法

当日ご出席の際は、お手数なが

ら、同封の議決権行使書用紙を

会場受付へご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に各議

案の賛否をご表示のうえ、ご返

送ください。

次ページの案内に従って、議案

の賛否をご入力ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2020年６月25日（木曜日）

午前10時

2020年６月24日（水曜日）

午後５時到着分まで

2020年６月24日（水曜日）

午後５時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１、３号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者に

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

見本

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行
使としてお取扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有
効な議決権行使としてお取扱いいたします。

－ 3 －
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使

ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

3 新しいパスワードを登録する

「新しい
パスワード」
を入力

「送信」を
クリック

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読

み取ってください。
1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

見本

見本

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワード

を入力することなく、議決権行使サイトにログインす

ることができます。

QRコードを用いたログ
インは1回に限り可能
です。

再行使する場合、もしくは

QRコードを用いずに議決権

を行使する場合は、右の 

「ログインID・仮パスワード

を入力する方法」をご確認

ください。

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パ

スワード」を入力しクリック
2

「ログイン」を
クリック

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

－ 4 －
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（添付書類）

事　業　報　告

(
自　2019年４月１日

)至　2020年３月31日

１．企業集団の現況に関する事項

（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度における日本経済は、長期化する米中貿易摩擦、海外経済の減速など

を背景に輸出や生産に弱さがみられ、消費税率引き上げに伴い個人消費が低調となったこ

とに加え、年度末には新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、先行きが不透明で不

安定な状況となりました。

埠頭・倉庫業界におきましては、人手不足に伴い人件費や作業費などのコストが増加

し、厳しい経営環境が継続しました。

このような経営環境の中、当社グループでは、グループ各社の連携を一層強化し、営

業の拡大、経営基盤の強化、社会的責任の向上に取り組んでまいりました。

国内総合物流事業では、国内貨物やコンテナターミナルの取扱数量が増加し、また、

倉庫保管残高も前期を上回りました。国際物流事業では、ロシア国内での貨物取扱いが増

加しました。この結果、営業収入は前期を上回りましたが、人件費、作業費、運送費など

が増加して収益を圧迫したことにより、営業利益は前期を下回りました。しかし、為替差

損益の改善や持分法による投資利益の計上などにより、親会社株主に帰属する当期純利益

は前期並みとなりました。

なお、2019年４月16日に発生した川崎支店のベルトコンベア火災により、近隣の皆様

並びにご関係者の皆様には多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしました。改めて心よりお

詫び申し上げます。当期につきましては、関連する施設の撤去などに伴う損失、これらに

伴う保険金などを計上しました。

以上の結果、当期の営業収入は347億３千１百万円（前期比５億９千８百万円、1.8％

の増収）、営業利益は14億５千７百万円（前期比２億６千７百万円、15.5％の減益）、経

常利益は17億２千７百万円（前期比１億８千４百万円、9.6％の減益）、親会社株主に帰

属する当期純利益は12億５千２百万円（前期並み）となりました。

－ 5 －

事業の経過およびその成果
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　　　 セグメントの概況は次のとおりです。

　　　 ＊以下の営業収入及び営業利益は、セグメント間の取引を含んでいます。

　　　 ○ 国内総合物流事業

　　　　 国内総合物流事業の営業収入は、315億１千９百万円、前期比0.8％の増収、営業利益

は、13億８百万円、前期比18.1％の減益となりました。国内貨物の倉庫保管残高や、コン

テナターミナルでの取扱数量の増加により営業収入は前期を上回りました。しかし、人件

費や作業費、運送費などが増加したことにより収益は圧迫され、営業利益は、前期を下回

りました。

≪倉　庫　業≫

倉庫業の営業収入は、106億６千４百万円、前期比2.9％の増収となりました。

平均保管残高は、30万トン（前期29万トン）、入出庫数量は、363万トン（前期362万

トン）でした。普通倉庫貨物は、バナナなど輸入青果物の取扱いは減少しましたが、食品

類、紙や穀物などの取扱いが増加しました。冷蔵倉庫貨物は、堅調に推移しました。

≪港湾運送業≫

港湾運送業の営業収入は、78億６千万円、前期比0.5％の減収となりました。

ばら積み貨物の取扱数量は、487万トン（前期495万トン）でした。穀物類の取扱いは

増加しましたが、石炭、残土の取扱いが減少しました。

コンテナ取扱数量は、261千ＴＥＵ（前期243千ＴＥＵ）でした。川崎港での取扱いが

大きく増加しました。

≪自動車運送業≫

自動車運送業の営業収入は、59億７千５百万円、前期比0.1％の増収となりました。取

扱いが堅調に推移しました。

－ 6 －
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≪その他の業務≫

その他の業務の営業収入は、70億１千８百万円、前期比0.4％の減収となりました。物

流関連施設の賃貸収入は増加しましたが、工場構内作業の収入が減少しました。

　　　 ○ 国際物流事業

　　 　　国際物流事業の営業収入は、35億３百万円、前期比11.9％の増収、営業利益は、１億３

千８百万円、前期比18.9％の増益となりました。ロシアでの倉庫事業拡大に伴い、取扱い

が増加しました。

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は、1,617百万円

で、その主なものは、次のとおりです。

　　①当連結会計年度中に完成・取得した主要設備

　　　・川崎支店において、大型荷役機械の制御盤を更新し、2019年５月より稼働しています。

　　　・大井事業所において、定温倉庫冷凍設備を更新し、2020年３月より稼働しています。

　　　・東扇島支店において、コンテナ貨物用の省エネ型荷役機器を増備し、2019年９月より稼

　　　　働しています。

　　②当連結会計年度継続中の主要設備の新設、拡充

　　　・志布志支店において、コンテナ貨物用の省エネ型荷役機器の増備が2020年５月に完了予

定です。

　　③重要な固定資産の売却、撤去、滅失

　　　・川崎支店のベルトコンベア設備は2019年11月に撤去工事が完了しました。

(3) 資金調達の状況

社債や新株式発行等による資金調達はありません。

金融機関からの借入れによって資金調達を行っております。

－ 7 －
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(4) 対処すべき課題

（１）川崎支店ベルトコンベア火災及び災害への対策について

2019年４月16日に発生した川崎支店のベルトコンベア火災につきまして、防災体制の強化

や、役員・従業員をはじめ協力会社なども含めた当社グループ関係者一同の教育を徹底して、

このような火災事故の再発を防止してまいります。

また、当期は前期に続き、台風による大規模な自然災害が多数発生し、当社施設・設備も

一部被害を受けました。今後も起こりうる緊急事態に備え、当社グループの経営三カ年計画

に災害に強い施設・設備作りや、事業継続のための体制の強化を主要取組事項として盛り込

むとともに、当該施策の実行に取り組んでまいります。

（２）新型コロナウイルス感染症への対応及び影響について

2020年初頭より、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大していることを受け、我が国

においても緊急事態宣言が発令され、出入国の制限、店舗の休業要請、外出自粛など、厳し

い生活を余儀なくされております。

そのような中、当社グループは総合物流企業集団として、国民生活の維持に不可欠な物資

の流通を支えております。そのため、行政からの様々な要請に先駆け、当社関係者一同の出

張禁止、会議のウェブ化、管理部門の在宅勤務の推進、時差出勤、検温の実施など、取り組

み可能な予防対策を迅速かつ確実に徹底して行ってまいりました。

また、仮に感染者が発生した場合であっても、作業員の交代制による濃厚接触者の限定や、

迅速な消毒活動のための準備、代替要員の確保など、物流を継続するための取り組みを実施

しております。

なお、当該感染症の拡大により、世界経済は急激に悪化しており、2021年３月期の業績に

関する見通しは不透明な状況にあります。当社グループは、総合物流企業集団として社会的

なインフラを支えるため、予防策を確実に実施して業務を遂行し、収益を確保してまいりま

す。

－ 8 －
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（３）経営三カ年計画（2020年度～2022年度）について

当社グループは、2028年度に創業100周年を迎えます。当社グループは株主・お客様・協力

会社・従業員・地域社会などすべての関係者に対し、健全で価値ある企業として持続的に発

展した姿を目指します。

そこで、創業100周年にあるべき姿として、

「得意な事業を展開し、独自性を発揮する」

「既存事業継続、国際物流拡大、新規基幹事業稼働、により持続的な成長を実現する」

「働きやすい職場環境（施設・体制・働き方改革）を確立する」

「事業を通じた社会貢献を推進する」

「グループ売上高500億円を達成する」

と設定いたしました。

この長期ビジョンに基づき、2020年度～2022年度の経営三カ年計画は、経営基盤を強化す

ることに注力して、次の具体的な取り組みを推進します。

①国内外の新たな物流サービスの確立など、新たな収益の柱となる新規業務を本格稼働し

ます。

国内総合物流事業では、お客様に最適な物流提案を積極的に行い取扱数量の増加を図り

ます。また、国際物流事業では、ロシアを中心としたカザフスタンやベラルーシなどの

周辺国での営業活動を強化し、取扱数量の増加を図るとともに、ロシア、上海、バンコ

クなど、当社グループの海外拠点間のネットワークを強化して、業務の拡大を図りま

す。

②災害に強く、お客様に効率化などの付加価値を提供できる施設・設備に積極的に投資し

ます。

当期は、東扇島支店における環境に配慮した荷役機器の導入やロシアでの倉庫面積の拡

大などを進めました。次期は、危険品倉庫や自動ラックの設置など、特色ある施設・設

備への投資を推進し、お客様に物流の効率化、省力化など、物流コスト低減を実現する

最適な物流サービスを提供することを目指します。また、単なる更新にとどまらない、

災害に強い、施設・設備の強化を図ります。

③業務、システム、制度など社内の体制を改革し、より強固で効率的なものとします。

抜本的な業務の標準化・効率化を進め、システムの再構築を図ります。また、物流業界

での深刻な人材不足の状況に対応するため、積極的な求人活動を行うとともに、社内人

事制度の改革を図り、人材の育成を図るとともに、安全衛生活動の強化、労働時間短縮

などの働き方の見直しなど、安全で働きやすい職場環境作りを推進してまいります。

－ 9 －

対処すべき課題
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これらの取り組みを推進させるために、2020年４月より次の項目を着手しております。

①鹿島支店常陸那珂営業所を事業所化し、独立した組織として統制を強化するとともに、

同地区における取扱数量のさらなる拡大を図ります。

②安全・品質管理部を新設し、労働災害の撲滅、物流品質のさらなる向上を図ります。

③経営三カ年計画の着実な推進を図るため、各種プロジェクトを立ち上げ、機動的かつ迅

速な改革の進捗を図ります。

④３年間で総額230億円の関連投資を進めます。

－ 10 －

対処すべき課題
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(5) 財産及び損益の状況の推移

①　企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

区 分
2016年度
第106期

2017年度
第107期

2018年度
第108期

2019年度
第109期（当期）

営 業 収 入 (百万円) 31,587 33,461 34,132 34,731

経 常 利 益 (百万円) 1,744 1,896 1,911 1,727

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益 (百万円) 1,130 959 1,251 1,252

１株当たり当期純利益（円) 146.67 124.54 162.48 162.56

総 資 産 (百万円) 37,756 39,144 38,869 38,271

(注）１．2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しておりま

す。これに伴い、１株当たり当期純利益につきましては、第106期の期首に当該株

式併合が行われたと仮定して算定しております。

(注）２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年２月

16日）等を第108期の期首から適用しております。これに伴い、総資産につきまし

ては、第106期の期首に当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっておりま

す。

②　当社の営業成績及び財産の状況の推移

区 分
2016年度
第106期

2017年度
第107期

2018年度
第108期

2019年度
第109期（当期）

営 業 収 入 (百万円) 27,182 28,366 28,896 29,138

経 常 利 益 (百万円) 1,603 1,652 1,764 1,363

当 期 純 利 益 (百万円) 1,024 787 1,178 965

１株当たり当期純利益（円) 132.65 101.99 152.70 125.02

総 資 産 (百万円) 37,123 38,282 37,865 36,946

(注）１．2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しておりま

す。これに伴い、１株当たり当期純利益につきましては、第106期の期首に当該株

式併合が行われたと仮定して算定しております。

(注）２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年２月

16日）等を第108期の期首から適用しております。これに伴い、総資産につきまし

ては、第106期の期首に当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっておりま

す。

－ 11 －
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

当社の出資比率

株式会社東洋埠頭青果センター 100百万円 100％ 港湾運送業、倉庫業、通関業

株式会社東洋トランス 100 同　100 航空貨物代理店業、国際複合一貫輸送業

東京東洋埠頭株式会社 50 同　100 一般貨物荷役業

鹿島東洋埠頭株式会社 30 同　 75.5 港湾運送業、一般貨物荷役業

志布志東洋埠頭株式会社 20 同　 90 港湾運送業､一般貨物荷役業､自動車運送業､倉庫業

東 永 運 輸 株 式 会 社 20 同　100 自動車運送業

㈱東洋トランスの出資比率

Ｏ Ｏ Ｏ 東 洋 ト ラ ン ス 1,000万ルーブル 100％ 倉庫業、国際複合一貫輸送業

ＯＯＯＴＢ東洋トランス 145 同　100 通関業、輸送業

（注）特定完全子会社に該当する子会社はありません。

(7) 主要な事業内容

当社グループは、国内総合物流事業、国際物流事業の二つの事業別セグメントで構成され

ております。

　各事業の概要は次のとおりです。

①　国内総合物流事業

倉 庫 業：　倉庫施設（普通倉庫、サイロ、青果物倉庫、冷蔵倉庫等）における貨

物の保管並びに入出庫作業及び荷捌作業を主とする業務

港湾運送業：　大型荷役機械を使用するばら積み貨物の海陸一貫作業や本船荷役作

業、ターミナルでのコンテナ取扱作業などを主とする業務

自動車運送業：　貨物自動車等による輸配送を主とする業務

その他の業務：　海上運送や通関、施設賃貸や工場構内作業を主とする業務

②　国際物流事業

　株式会社東洋トランスとロシア現地法人であるＯＯＯ東洋トランス、ＯＯＯＴＢ東洋

トランスによる国際輸送、倉庫、通関を主とする業務

－ 12 －
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(8) 主要な営業所

本 店：東京都中央区晴海一丁目８番８号

支 店：東京支店(東京都)・川崎支店(神奈川県)・東扇島支店(神奈川県)・大阪支

店(大阪府)・博多支店(福岡県)・鹿島支店(茨城県)・志布志支店(鹿児島

県)

事 業 所：大井事業所(東京都)

重要な子会社：株式会社東洋埠頭青果センター(大阪府)・株式会社東洋トランス(東京

都)・東京東洋埠頭株式会社（東京都）・鹿島東洋埠頭株式会社(茨城県)・

志布志東洋埠頭株式会社(鹿児島県)・東永運輸株式会社(大阪府)・ＯＯＯ

東洋トランス（モスクワ）・ＯＯＯＴＢ東洋トランス（モスクワ）

(9) 従業員の状況

①　企業集団の従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

国 内 総 合 物 流 事 業 675名 21名増

国 際 物 流 事 業 149名 27名増

合 計 824名 48名増

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

294名 7名増

(10) 主要な借入先

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 2,637百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,637百万円

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 1,241百万円

農 林 中 央 金 庫 1,017百万円

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 1,000百万円

－ 13 －
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２．会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 25,830,000株

(2) 発行済株式の総数 7,740,000株

(3) 株主数 5,813名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 669　千株 8.66　％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 488 6.32

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 342 4.44

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 342 4.44

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 285 3.70

朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 266 3.45

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 215 2.78

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 207 2.69

太 陽 生 命 保 険 株 式 会 社 200 2.59

山 内 正 義 170 2.20

　(注）持株比率は自己株式（19,503株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

－ 14 －
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 原 　 匡 史

取 締 役 萩 原 卓 郎 経理部長

取 締 役 西 　 修 一 川崎支店長兼港運部長

取 締 役 山 口 哲 生 大阪支店長

取 締 役 鈴 木 康 司 東扇島支店長、倉庫・運輸統括

取 締 役 三 上 慎 治 業務部長、青果営業部、経営企画部、国際営業部管掌

取 締 役 堀 　 尚 義 株式会社東光コンサルタンツ 代表取締役社長

取 締 役 田 中 明 夫
日本物産株式会社 代表取締役社長、大和自動車交通株式会社 社
外取締役

監査役（常勤） 髙 沢 由 二

監 査 役 吉 野 保 則 株式会社ファルテック 監査役(社外）

監 査 役 山 本 博 毅
弁護士法人原合同法律事務所 パートナー（社員弁護士）、ユニオ
ンツール株式会社 社外取締役

（注）１．取締役　堀尚義氏及び田中明夫氏は、社外取締役です。
２．監査役　吉野保則氏及び山本博毅氏は、社外監査役です。
３．監査役　吉野保則氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

しています。
４．当社は、取締役　堀尚義氏及び田中明夫氏、監査役　吉野保則氏及び山本博毅氏を東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

(2) 執行役員の氏名等

氏　　　　　　　　　名 地 位 及 び 担 当

萩 原 卓 郎
常務執行役員
経理部長

西 　 修 一
常務執行役員
川崎支店長兼港運部長

山 口 哲 生
執行役員
大阪支店長

鈴 木 康 司
執行役員
東扇島支店長、倉庫・運輸統括

三 上 慎 治
執行役員
業務部長、青果営業部、経営企画部、国際営業部管掌

坂 本 啓 則
執行役員
総務部長兼情報システム部、業務監査部担当

大 野 武 一
執行役員
東京支店長

地 曵 髙 士
執行役員
志布志支店長

原 田 弘 之
執行役員
鹿島支店長

渡 辺 忠 弘
執行役員
博多支店長

－ 15 －

会社役員に関する事項
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(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

区分 支給人員 支給額

取締役

（うち社外取締役）

８名

（２名）

139百万円

（７百万円）

監査役

（うち社外監査役）

４名

（３名）

28百万円

（９百万円）

合計

（うち社外役員）

12名

（５名）

167百万円

（16百万円）

（注）取締役の報酬等の総額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれていません。

　(4) 社外役員等に関する事項

①　重要な兼職の状況及び当社と当該他の会社との関係

・取締役　堀尚義氏は、当社の株主である株式会社東光コンサルタンツの代表取締役社

長です。当社と同社との間には特別の関係はありません。

・取締役　田中明夫氏は、日本物産株式会社の代表取締役社長です。当社と日本物産株

式会社の株主である第一生命保険株式会社との間には金銭借入などの取引があります。

・取締役　田中明夫氏は、大和自動車交通株式会社の社外取締役です。当社と同社との

間には特別の関係はありません。

・監査役　吉野保則氏は、株式会社ファルテックの社外監査役です。当社と同社との間

には特別の関係はありません。

・監査役　山本博毅氏は、原合同法律事務所のパートナー（社員弁護士）です。当社と

同事務所との間には特別の関係はありません。

・監査役　山本博毅氏は、ユニオンツール株式会社の社外取締役です。当社と同社との

間には特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

・取締役　堀尚義氏は、当該事業年度に開催された取締役会14回すべてに出席していま

す。経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、適宜意見を述べています。

・取締役　田中明夫氏は、2019年６月26日就任以降、当該事業年度に開催された取締役

会10回すべてに出席しています。経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、適

宜意見を述べています。

・監査役　吉野保則氏は、当該事業年度に開催された取締役会14回、監査役会10回すべ

てに出席しています。公認会計士としての専門的見地から意見を述べ、意思決定の妥

当性・適正性を確保するための助言・提言を行っています。

・監査役　山本博毅氏は、2019年６月26日就任以降、当該事業年度に開催された取締役

会10回のうち９回、監査役会７回すべてに出席しています。弁護士としての専門的見

地から意見を述べ、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行って

います。

－ 16 －

会社役員に関する事項



2020/05/22 18:41:05 / 19597272_東洋埠頭株式会社_招集通知

③　責任限定契約の内容の概要

・当社と社外取締役　堀尚義氏及び田中明夫氏、社外監査役　吉野保則氏及び山本博毅

氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定

める最低限度額としています。

５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額

　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 35百万円

　当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
　利益の合計額

35百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等

の額にはこれらの合計額を記載しています。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監

査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠について過去の監査実

績及び報酬の推移に照らして検討を加えた結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第１項

の同意を行っています。

(4) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた

します。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、

監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査

人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．会社の体制及び方針

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適

正を確保するための体制

①　当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア．コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアン

ス委員会」を設置し、コンプライアンスを最重要課題の一つとして職務の執行に当たる

よう教育、指導を徹底する。

イ．コンプライアンス委員会の活動については、取締役会、監査役会に報告する。

ウ．コンプライアンス委員会に下部組織を設置し、当社のコンプライアンスについて教育、

指導を推進する。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　取締役会、経営会議、執行役員会等の議事録及び職務執行に関する重要な稟議書等の

文書は、法令及び当社の文書規程に基づいて管理、保存する。

③　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ア．事業上のあらゆるリスクに対処し、リスク全般を統括する組織として、社長を委員長

とする「リスク管理委員会」を設置し、予防対策及び有事の対策を講じる。

イ．リスク管理委員会に下部組織を設置し、迅速に当社のリスクを把握して、対策等を講

じる。

ウ．特に人命尊重、安全の確保には重点を置き、「全社ゼロ災推進本部」「支店ゼロ災推

進本部」を設置し、ゼロ災活動を強化する。

④　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ア．当社は、経営の効率化を図り、コーポレート・ガバナンスを強化するため、執行役員

制度を導入している。取締役会は迅速な意思決定と経営の監督を掌ることとし、取締役

会の決定に基づき執行役員が業務執行を迅速且つ効率的に行っていく。

イ．毎月定例の取締役会のほか、必要に応じて取締役会を開催して迅速に意思決定し、機

動的に業務を執行する体制とする。

ウ．経営会議を定期的に開催して、業務執行上の重要課題について掘り下げて議論し、戦

略を練る。
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エ．執行役員会及び全国支店長会議を定期的に開催し、業務執行状況を確認するとともに

経営方針の徹底を図る。

⑤　当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア．使用人の職務の執行に当たっては、会社職制規程、職務分掌規程に従って責任体制、

担当範囲を明確にする。

イ．内部監査として業務監査部が定期的に業務監査を実施し、各業務の適法性について監

査する。

ウ．コンプライアンス委員会が、随時コンプライアンスについて教育、広報を行う。

エ．「行動の指針」を実践し、関係法令、社会のルールを遵守することを徹底する。

⑥　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

ア．当社のコンプライアンス委員会が当社グループのコンプライアンスを統括し、推進し

ていくとともに、子会社各社にコンプライアンス推進責任者を置き、子会社各社のコン

プライアンスを推進する。

イ．子会社各社の経営については、その自主性を尊重しつつ担当執行役員が管理を行い、

重要案件については事前協議を実施する。また、定期的に関係会社社長会を開催し、業

務執行状況の報告を求める。

ウ．当社のリスク管理委員会が当社グループのリスク管理体制を推進していくとともに、

子会社各社にリスク管理推進責任者を置き、子会社各社のリスク管理を推進する。

エ．当社の業務監査部が定期的に子会社各社の業務監査を実施し、適法性について監査す

る。

オ．当社の監査役と子会社各社の監査役が当社グループの業務の適正を図るための連携を

図る。

カ．子会社各社の重要事項に関しては、社内規程に従い、当社の取締役会又は社長が承認

する。

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項

　　監査役から補助すべき使用人を必要とする旨申し出があった場合は、監査役と協議し

て補助すべき使用人を業務監査部の要員の中から選任する。
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⑧　監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性

の確保に関する事項

ア．監査役を補助すべき使用人の人事異動、人事考課等は、監査役と協議して行う。

イ．当該使用人は監査役の指揮命令に従う。

⑨　当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への

報告に関する体制

ア．当社グループの取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを

発見したときは、法令及び社内規程に定める方法等に従い、直ちに監査役に報告する。

イ．当社グループの取締役又は使用人は、業務執行に関する重要事項について監査役に報

告する。

ウ．上記ア．イ．の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利益な取

り扱いをしない。

エ．当社の業務監査部は、当社グループの業務監査の結果を監査役に報告する。

オ．当社グループの監査役はグループ監査役会議を開催し、情報を共有する。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ア．監査役は、当社グループの主要な稟議書及び業務執行に関する重要な文書を閲覧し、

必要に応じて取締役又は使用人から説明を求めることができる。

イ．常勤監査役は取締役会のほか経営会議、執行役員会及び全国支店長会議をはじめ重要

な会議に出席する。

ウ．監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交

換を行い連携を図る。

エ．監査役は、業務監査部及び子会社の監査役と連携を図りながら監査を行う。

オ．監査役会は、定期的に社長と面談し、意見の交換を行う。

カ．当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当該監査役の職務の執行に必要

でないことを証明した場合を除き、速やかにこれを支払う。

⑪　反社会的勢力排除に関する事項

　　当社グループは、企業の社会的責任を十分認識し、社会の秩序や安全に脅威を与える

反社会的勢力及び団体に対しては、法令に則し毅然とした態度で対応する。
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(2) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適

正を確保するための体制の運用状況の概要

①　コンプライアンス及び損失の危険に関する取組みの状況

　　コンプライアンス委員会を４回、リスク管理委員会を２回開催しました。全体研修及

び内部通報制度の運用状況等について主管部所から報告を受け、また、その他コンプラ

イアンス及びリスク管理に関する課題について議論し、対策を講じました。

②　職務執行の適正及び効率性の確保に関する取組みの状況

　　経営の監督を掌り、迅速な意思決定を行うため、取締役会を14回開催しました。また、

経営会議を24回、執行役員会を４回、全国支店長会議を12回、関係会社社長会を２回開

催し、業務執行状況を確認するとともに経営方針の徹底を図りました。

③　監査役の監査の実効性確保に対する取組みの状況

　　常勤の監査役は取締役会のほか、経営会議、執行役員会、全国支店長会議、コンプラ

イアンス委員会、リスク管理委員会等重要な会議及び委員会に出席しました。また、グ

ループ会社の監査役とグループ監査役会議を開き、連携を図りました。

　　監査役会は社外取締役との意見等交換会を開き、連携を図りました。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、

財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を

実施することを基本方針としています。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2020年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び営業未収入金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 及 び 装 置

船 舶 及 び 車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

7,285

2,223

4,109

250

154

551

△3

30,985

24,013

12,664

2,611

107

100

8,461

67

0

119

1

118

6,852

4,734

33

635

1,477

△29

流 動 負 債 11,396

営 業 未 払 金 3,080

短 期 借 入 金 5,374

リ ー ス 債 務 21

未 払 金 882

未 払 法 人 税 等 378

設 備 関 係 支 払 手 形 657

そ の 他 1,000

固 定 負 債 6,657

長 期 借 入 金 4,436

リ ー ス 債 務 48

退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,966

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 8

資 産 除 去 債 務 55

そ の 他 142

負 債 合 計 18,054

純 資 産 の 部

株 主 資 本 19,775

資 本 金 8,260

資 本 剰 余 金 5,181

利 益 剰 余 金 6,394

自 己 株 式 △62

その他の包括利益累計額 333

その他有価証券評価差額金 556

為 替 換 算 調 整 勘 定 147

退職給付に係る調整累計額 △370

非 支 配 株 主 持 分 107

純 資 産 合 計 20,217

資 産 合 計 38,271 負 債 純 資 産 合 計 38,271

（百万円未満切捨）
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連 結 損 益 計 算 書

( 自　2019年４月１日 )至　2020年３月31日
（単位：百万円）

科 目
金 額

内 訳 合 計

営 業 収 入 34,731

営 業 原 価 31,397

営 業 総 利 益 3,333

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,876

営 業 利 益 1,457

営 業 外 収 益 390

受 取 利 息 2

受 取 配 当 金 174

受 取 地 代 家 賃 86

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 7

為 替 差 益 18

そ の 他 99

営 業 外 費 用 120

支 払 利 息 112

そ の 他 7

経 常 利 益 1,727

特 別 利 益 688

固 定 資 産 売 却 益 4

受 取 保 険 金 517

受 取 補 償 金 166

特 別 損 失 628

固 定 資 産 除 却 損 273

火 災 に よ る 損 失 354

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,787

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 543

法 人 税 等 調 整 額 △23 519

当 期 純 利 益 1,268

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 15

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,252

（百万円未満切捨）
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連結株主資本等変動計算書

( 自　2019年４月１日 )至　2020年３月31日
（単位：百万円）

株 主 資 本 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非 支 配
株主持分

純資産合計
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

その他の包括
利 益 累 計 額
合 計

当 期 首 残 高 8,260 5,181 5,528 △61 18,909 1,322 164 △318 1,169 92 20,171

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △386 △386 △386

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,252 1,252 1,252

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△766 △17 △51 △835 15 △820

当 期 変 動 額 合 計 － － 866 △0 865 △766 △17 △51 △835 15 45

当 期 末 残 高 8,260 5,181 6,394 △62 19,775 556 147 △370 333 107 20,217

（百万円未満切捨）
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貸　借　対　照　表

（2020年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

営 業 未 収 入 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

立 替 金

短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

港 湾 等 施 設 利 用 権

そ の 他 の 施 設 利 用 権

リ ー ス 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

従 業 員 長 期 貸 付 金

差 入 保 証 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,595

2,076

15

3,634

241

135

260

39

196

△1

30,350

24,523

11,001

2,326

2,542

20

84

8,480

66

0

117

55

48

12

1

5,709

4,133

311

2,018

3

259

769

125

62

△1,975

流 動 負 債 11,464
営 業 未 払 金 2,827

短 期 借 入 金 4,166

長 期 借 入 金
( 一 年 以 内 返 済 )

2,054

リ ー ス 債 務 21

未 払 金 775

未 払 費 用 369

未 払 法 人 税 等 352

預 り 金 69

設 備 関 係 支 払 手 形 657

そ の 他 169

固 定 負 債 5,524

長 期 借 入 金 4,428

リ ー ス 債 務 48

退 職 給 付 引 当 金 873

資 産 除 去 債 務 55

そ の 他 118

負 債 合 計 16,988

純 資 産 の 部

株 主 資 本 19,422

資 本 金 8,260

資 本 剰 余 金 5,181

資 本 準 備 金 4,276

そ の 他 資 本 剰 余 金 905

利 益 剰 余 金 6,016

そ の 他 利 益 剰 余 金 6,016

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 303

買 換 資 産 積 立 金 408

別 途 積 立 金 670

繰 越 利 益 剰 余 金 4,635

自 己 株 式 △36

評 価 ・ 換 算 差 額 等 534

その他有価証券評価差額金 534

純 資 産 合 計 19,957

資 産 合 計 36,946 負 債 純 資 産 合 計 36,946

（百万円未満切捨）

－ 25 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

( 自　2019年４月１日 )至　2020年３月31日
（単位：百万円）

科 目
金 額

内 訳 合 計

営 業 収 入 29,138

営 業 原 価 26,724

営 業 総 利 益 2,413

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,263

営 業 利 益 1,150

営 業 外 収 益 396

受 取 利 息 及 び 配 当 金 195

そ の 他 201

営 業 外 費 用 183

支 払 利 息 121

そ の 他 62

経 常 利 益 1,363

特 別 利 益 686

固 定 資 産 売 却 益 2

受 取 保 険 金 517

受 取 補 償 金 166

特 別 損 失 631

固 定 資 産 除 却 損 276

火 災 に よ る 損 失 354

税 引 前 当 期 純 利 益 1,418

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 486

法 人 税 等 調 整 額 △33 453

当 期 純 利 益 965

（百万円未満切捨）

－ 26 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

( 自　2019年４月１日 )至　2020年３月31日
（単位：百万円）

株 主 資 本
評価・換算
差　額　等

純資産
合　計

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株　　主
資本合計

そ　の　他
有 価 証 券
評価差額金

資　本
準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

そ の 他 利 益 剰 余 金
利　益
剰余金
合　計

固 定 資 産
圧縮積立金

買 換 資 産
積 立 金

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

当期首残高 8,260 4,276 905 5,181 307 418 670 4,041 5,437 △36 18,844 1,288 20,132

当期変動額

固定資産圧縮
積立金の取崩

△4 4 － － －

買換資産積立
金 の 取 崩

△10 10 － － －

剰余金の配当 △386 △386 △386 △386

当期純利益 965 965 965 965

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の
項目の当期中の
変動額(純額)

△754 △754

当期変動額合計 － － － － △4 △10 － 593 579 △0 578 △754 △175

当期末残高 8,260 4,276 905 5,181 303 408 670 4,635 6,016 △36 19,422 534 19,957

（百万円未満切捨）

－ 27 －

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年５月22日

東洋埠頭株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東　 京　 事　 務　 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 成 田 智 弘 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 江 下 　 聖 

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東洋埠頭株式会社の2019年４月
１日から2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、東洋埠頭株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における
監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫
理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不
正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報
告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表
示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

－ 28 －

連結計算書類に係る会計監査報告
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ
れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ
うな事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算
書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計
算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関
する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 29 －

連結計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年５月22日

東洋埠頭株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東　 京　 事　 務　 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 成 田 智 弘 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 江 下 　 聖 

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東洋埠頭株式会社の2019
年４月１日から2020年３月31日までの第109期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正
又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告
書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の
利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ
れる。

－ 30 －

計算書類に係る会計監査報告
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ
れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項
が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類
等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。
以　上

－ 31 －

計算書類に係る会計監査報告
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第109期事業年度の取締役の職

務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書

を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　(１)監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　(２)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計

画等に従い、取締役、執行役員、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図

り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実

施しました。

　　①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等

を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしまし

た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報

の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　　②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適

正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項

に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され

ている体制（内部統制システム）について、取締役、執行役員及び使用人等から

その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明いたしました。また、子会社の取締役及び使用人等からも必要に

応じてその構築及び運用状況について報告を受け、説明を求めました。なお、財

務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から

当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

め、本監査報告書作成時点において有効であることを確認しました。

　　③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及

び検証するとともに会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
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必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行

われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を

「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って

整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算

書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びそ

の附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

　(１)事業報告等の監査結果

　　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

　　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

　　③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ

いても、指摘すべき事項は認められません。

　(２)計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

　(３)連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

2020年５月29日

東洋埠頭株式会社 監査役会
監　査　役(常勤) 髙 沢 由 二 
監　査　役(社外監査役) 吉 野 保 則 
監　査　役(社外監査役) 山 本 博 毅 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、安定的に配当を継続するという基本方針に基づき、以下のと

おりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、193,012,425円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2020年６月26日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役８名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（８名）は任期が満了となりますので、改め

て取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりです。

候補者

番号

氏 名
(生　年　月　日)

略 歴 及 び 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

は ら

原
 

　
ま さ

匡
ふ み

史
（1959年11月12日生）

1985年４月　当社に入社

2009年６月　執行役員経営企画部長

2010年６月　取締役執行役員業務部長兼営業部、経営企画部担当

2013年４月　取締役常務執行役員業務部長兼港運部長兼営業部、

　　　　　　青果営業部、国際営業部担当

2014年４月　代表取締役社長（現任）

14,400株

【取締役候補者とした理由】

現在、代表取締役社長を務めており、経営者として豊富な経験、実績、見識を有していることから、引き続

き取締役候補者とするものです。

２

は ぎ

萩
わ ら

原
た く

卓
ろ う

郎
（1959年９月15日生）

1982年４月　当社に入社

2009年６月　執行役員経理部長

2010年６月　取締役執行役員経理部長兼情報システム部、施設部担当

2014年４月　取締役執行役員経理部長兼情報システム部担当

2015年４月　取締役常務執行役員経理部長

2020年４月　取締役常務執行役員安全・品質管理部長、総務部、

　　　　　　経理部、情報システム部、業務監査部管掌（現任）

4,500株

【取締役候補者とした理由】

長年にわたる管理部門での業務執行を通じ、会社経営における豊富な経験、実績、見識を有していることか

ら、引き続き取締役候補者とするものです。

３

に し

西
 

　
しゅう

修
い ち

一
(1961年１月16日生)

1986年11月　当社に入社

2010年６月　執行役員志布志支店長

2014年４月　執行役員川崎支店長

2014年６月　取締役執行役員川崎支店長

2016年４月　取締役執行役員川崎支店長 港運部管掌、担当

2017年４月　取締役常務執行役員川崎支店長兼港運部長（現任）

3,600株

【取締役候補者とした理由】

志布志支店長、川崎支店長を歴任し、当社の業務及び物流業界における豊富な経験、実績、見識を有してい

ることから、引き続き取締役候補者とするものです。

４

や ま

山
ぐ ち

口
て つ

哲
お

生
(1957年７月20日生)

1981年４月　当社に入社

2010年６月　執行役員博多支店長

2013年４月　執行役員大阪支店長

2014年６月　取締役執行役員大阪支店長

2016年９月　取締役執行役員大阪支店長、九州地区統括

2019年４月　取締役執行役員大阪支店長

2020年４月　取締役常務執行役員大阪支店長、九州地区統括（現任）

3,200株

【取締役候補者とした理由】

博多支店長、大阪支店長を歴任し、当社の業務及び物流業界における豊富な経験、実績、見識を有している

ことから、引き続き取締役候補者とするものです。
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候補者

番号

氏 名
(生　年　月　日)

略 歴 及 び 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

５

す ず

鈴
き

木
こ う

康
じ

司
(1960年１月23日生)

1982年４月　当社に入社

2013年４月　執行役員博多支店長

2015年４月　執行役員東扇島支店長、京浜地区倉庫・運輸統括

2016年６月　取締役執行役員東扇島支店長、京浜地区倉庫・運輸統括

2018年４月　取締役執行役員東扇島支店長、倉庫・運輸統括、

　　　　　　鹿島支店管掌

2019年４月　取締役執行役員東扇島支店長、倉庫・運輸統括（現任）

3,300株

【取締役候補者とした理由】

博多支店長、東扇島支店長を歴任し、当社の業務及び物流業界における豊富な経験、実績、見識を有してい

ることから、引き続き取締役候補者とするものです。

６

み

三
か み

上
し ん

慎
じ

治
(1965年３月21日生)

1987年４月　当社に入社

2014年４月　執行役員青果営業部長兼川崎支店青果部長

2015年１月　執行役員青果営業部長兼川崎支店青果部長

　　　　　　兼大井事業所長

2016年４月　執行役員青果営業部長兼川崎支店青果部長

2017年６月　取締役執行役員青果営業部長兼川崎支店青果部長

2018年４月　取締役執行役員業務部長、青果営業部、経営企画部、

　　　　　　国際営業部管掌（現任）

2,500株

【取締役候補者とした理由】

長年にわたる営業部門での業務執行を通じ、当社の業務及び物流業界における豊富な経験、実績、見識を有

することから、引き続き取締役候補者とするものです。

７

ほ り

堀
 

　
ひ さ

尚
よ し

義
(1946年７月10日生)

1969年４月　株式会社東光コンサルタンツに入社

1992年11月　同社取締役本社事業部副事業部長

1997年11月　同社常務取締役本社事業部長

1998年８月　同社代表取締役社長（現任）

2015年６月　当社取締役（現任）

0株

【取締役候補者とした理由】

当社の株主である株式会社東光コンサルタンツの代表取締役社長であり、当社を取り巻く経営環境を深くご

理解されています。経営者として豊富な経験、実績、見識を有していることから、引き続き取締役候補者と

するものです。

８

た

田
な か

中
あ き

明
お

夫
(1956年７月14日生)

1979年４月　第一生命保険相互会社に入社

2008年４月　同社執行役員西日本営業本部長兼九州営業局長

2010年４月　第一生命保険株式会社執行役員西日本営業本部長

　　　　　　兼九州営業局長

2012年４月　同社常務執行役員西日本営業本部長兼西日本営業局長

2013年４月　同社常務執行役員名古屋総局長

2015年４月　同社常務執行役員中部総局長

2018年４月　日本物産株式会社代表取締役社長（現任）

2019年６月　当社取締役（現任）

2019年６月　大和自動車交通株式会社社外取締役（現任）

0株

【取締役候補者とした理由】

当社の株主である第一生命保険株式会社の常務執行役員の経験があり、日本物産株式会社の代表取締役社長

を現任し、経営者として豊富な経験、実績、見識を有していることから、引き続き社外取締役候補者とする

ものです。
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．堀尚義氏及び田中明夫氏は社外取締役の候補者です。

３．堀尚義氏は現在当社の社外取締役ですが、その在任期間は本総会終結の時をもって５年となります。

４．田中明夫氏は現在当社の社外取締役ですが、その在任期間は本総会終結の時をもって１年となります。

５．堀尚義氏及び田中明夫氏は当社との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結してお

ります。堀尚義氏及び田中明夫氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定で

す。その契約の内容の概要は、次のとおりです。

・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任

限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意で

かつ重大な過失がないときに限るものとする。

６．堀尚義氏及び田中明夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

本定時株主総会開始の時をもって、補欠監査役竹下正己氏の選任の効力が失効しますので、

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役１名の選任をお願

いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりです。

氏 名
（生　年　月　日）

略 歴 及 び 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

た け

竹
し た

下
ま さ

正
み

己
(1946年12月17日生)

1971年７月　弁護士登録

同年同月　原秀男法律事務所（現原合同法律事務所）に入所

2009年４月　原合同法律事務所代表

現在に至る

0株

【補欠監査役候補者とした理由】

会社経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士として会社法務に精通し、会社経営を統治する十分な見

識を有していることから、補欠監査役候補者とするものです。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．竹下正己氏は、補欠の社外監査役候補者です。

３．竹下正己氏が監査役に就任された場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定による責任

限定契約を締結する予定です。その契約の内容の概要は、次のとおりです。

・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任

限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で

かつ重大な過失がないときに限るものとする。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会 場 東京都中央区晴海一丁目８番10号
晴海トリトンスクエア Ｘ棟 ５階
オフィスタワーＸ貸会議室２
ＴＥＬ（03）5560-2701

〒

晴海パークビル

黎明橋公園

朝潮運河
黎
明
橋

至
銀
座

晴
月
橋

晴
海
通
り

交番

W棟 Ｘ棟５階

Y棟

Z棟

（晴海トリトンスクエア）

三菱
UFJ銀行

ポプラ ファミリー
マート

東京ビュック

ローソン

東日本銀行

勝どき
サンスクエア

勝どき
ビュータワー

勝どき駅至月島

A3

都営大江戸線
清澄通り

エスカレーター
（2階へ）

総合案内所

X棟X棟

A2a

トリトンブリッジ
（動く歩道橋）

A2b

都営地下鉄大江戸線 勝どき駅（Ａ２ｂ出口）下車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 徒歩約10分

※Ａ２ａ出口は平日7時～10時の間は入口専用のため出場不可となり
ます。ご来場の際はＡ２ｂ出口をご利用ください。

※勝どき駅からは、晴海トリトンスクエア方面、第一生命ホール方面
を目印にお進みください。

新型コロナウイルス感染防止のため、株主様には可能な限り議決権行使書またはインターネットによる議決権の事
前行使をお願い申し上げるとともに、株主総会にご来場される株主様におかれましては、マスク着用などの対策の
ご検討をお願い申し上げます。

地図




